
 

５ 

福祉医療費受給者証交付のオンライン申請受付を開始 

～24 時間いつでも、どこでも、簡単に申請できる～ 

 

市では、放課後児童クラブの申込みに続き、行政手続きのオンラインサービスの第二弾

として、2023年１月から、福祉医療費助成のうち、「乳幼児等医療費助成」と「こども医

療費助成」の受給者証交付申請について、従来の書面による申請に加え、オンラインでも

申請できるようにした。 

このサービスの開始により、スマートフォンやパソコン等で 24 時間いつでも、どこで

も、簡単に申請できるようになった。 

 

１ 福祉医療費（乳幼児等医療費、こども医療費）について 

  医療保険が適用される医療費について、自己負担額を助成する制度。 

  医療機関・薬局で健康保険証と受給者証を一緒に提示することで、助成を受けること

ができる。受給者証の交付を受けるためには、交付申請が必要。 

 (1) 乳幼児等医療費助成 ０歳～小学３年生 

 (2) こども医療費助成  小学４年生～中学３年生 

 

２ 受給者証交付申請の現状 

 (1) 平日の市役所開庁時間内に窓口に来庁し、申請を行う必要がある。 

 (2) 豊岡市国民健康保険加入者：出生届提出後に申請(同日可)。 

社会保険等加入者：職場等で健康保険証の交付を受けてから、来庁し申請。 

 

３ 期待する効果 

(1) 市民の利便性向上 

    いつでも(夜間・休日でも)、どこでも(自宅・職場でも)申請できる 

(2) 市民の負担軽減 

    窓口への来庁が不要になる 

 

４ オンライン申請手続きについて 

 (1) 申請全体の流れ 

    申請→受付→審査→受給者証送付（認定の場合。申請から１週間程度） 

 (2) 市ホームページ 

   ・URL（https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/iryokenko/1021457/1024196.html） 

   ・右の二次元コード 

 

５ 開始時期 

 2023年１月１日(日) 

 

〔問合せ〕 

・オンライン申請に関すること 

           豊岡市 DX推進部 DX・行財政改革推進課 TEL0796-21-9146(直通) 

・福祉医療助成に関すること 

豊岡市市民生活部市民課国保医療係 TEL0796-21-9061(直通) 

資料 ５ 


